
【日　時】令和元年８月５日（月）午後6時30分～午後7時50分

【場　所】茗荷地区多目的集会施設

【参加者】１３名

１.開　　会

２.あいさつ

　町　長

　区　長

　地元町議会議員

３.職員紹介

４.懇談会概要説明

５.町の重点事業等について

　・町民福祉課（住民健診・各種予防接種事業等、タクシー利用助成事業）

　・事業課（矢祭山親水広場２・３期工事、大学生との連携事業、地域内エコシステム構築事業）

　・教育課（キャリア教育推進事業、令和大学など町民参加型の各種講座やスポーツ教室、文化祭）

　・議会事務局（業務説明・・・・・議会運営全般、監査委員事務局に関すること）

　・出納室（業務説明・・・・・町公金の収入・支出に関すること）

　・自立総務課（業務説明・・・・・選挙、区長の連絡、予算、企画、税の賦課徴収）

６.懇談会

＊要望書以外の要望・意見

③

④

➄

町からの補助は事業費に対する1/2となります。

今の人口からすると、適正な職員数
はどのくらいなのか。

合併しない宣言の際の条例の中で５0人体制と
なっております。昨年不採用でしたので、欠員
がでております。６人くらい足りません。
（補足：定数条例で町長部局（教育委員会及び
議会事務局を除く。）５０人となっており、嘱
託職員を含め現在６名の欠員となっておりま
す。）
　　　　　　　　　　　【藤田自立総務課長】

嘱託職員の採用期間が５年となって
いる根拠をお聞きしたい。

雇用関係上、5年を過ぎると正職員として採用し
なければならないため、５年としていた。しか
し、来年度からは会計年度任用職員となります
ので、その制度により毎年試験を行い１年毎の
採用契約となり、引き続き更新が可能となりま
す。
　　　　　　　　　　　【藤田自立総務課長】

水道事業の外部委託を検討している
のか。

水道事業会計に移行しており、国の方では民営
化を考えておりますが、本町では住民の方に安
全な水を供給することを考えておりますので、
民間委託については考えておりません。
　　　　　　　　　　　【陳野町民福祉課長】

茗荷地区まちづくり懇談会　　　会議録

林道については簡易舗装の方法で年に３工区ぐ
らいの舗装工事行っている。現場を確認して、
必要性を検討した上で対応します。②

林道大沢～茗荷線・塩ノ海から入っ
たあたりで、大型車が材木を積んで
通行した為、路面がかなり傷んでし
まい道路の補修をお願いしたい。

【高橋事業課長】

➀

集会施設周りの舗装工事をしたいの
だが、町からの補助がどのくらいで
るのかお聞きしたい。

【藤田自立総務課長】



➅

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

７.その他

８.閉会

旧下関河内小学校あとで行われてい
る、バイオマス発電による発電量に
ついてお聞きしたい。

発電量は４５kw、熱量は９０～１００kwとなっ
ております。
　　　　　　　　　　　　　【高橋事業課長】

職員内部で組織している委員会はあ
るのか。

現在のところはありません。月に一度開催する
課長等会議において、事例等の検討をしており
ます。
　　　　　　　　　　　【藤田自立総務課長】

町道　真木野～茗荷線の名能目から
八神付近、道路が狭く歩道部分に縁
石があるが、その縁石を撤去する事
はできないか。

歩道ですので歩道を車道に変える事はできませ
んので、道路が狭いという事であれば道路の拡
幅を検討しなければいけないと思います。
　　　　　　　　　　　　　【高橋事業課長】

投票所を将来的に減らしていくとの
事ですが、その状況についてお聞き
したい。

来年度以降、役場だけで進めるのではなく地域
住民の方々に丁寧な説明をしご理解をいただき
ながら、箇所数を減らす方向で方策を検討しな
がら行いたいと思います。
　　　　　　　　　　　【藤田自立総務課長】

他町村では、条例により自己所有以
外の山林に所有者の許可なしで通る
ことができる条例を制定しているの
で、矢祭町も同様の条例を制定して
欲しい。（自己所有の山林整備のた
め。）

歯朶平の不動滝に看板を設置して欲
しい。また、下り口の整備も併せて
お願いしたい。

場所を特定する看板を既に発注済みでありま
す。下り口の整備については、町長にも現場を
確認してもらい、判断していきます。
　　　　　　　　　　　　　【高橋事業課長】

以前調査した危険地域の調査はその
後どうなったのか。

県が沢ごとに土砂災害の危険状況調査を実施し
ました。調査は町内全域終了しており調査が終
了した地域から、地域の方に危険箇所の指定に
ついて説明をしております。指定した危険箇所
につきましては、県のHPに掲載されておりま
す。この調査は危険な箇所を知ってもらうため
の調査ですので、危険箇所を公開して終了とな
ります。
　　　　　　　　　　　　　【高橋事業課長】

イノシシの対応についてお聞きした
い。

イノシシにつきましては、捕獲をしていても減
らない状況にあります。今後捕獲だけでなく、
電気柵などでイノシシから守る事、地域で環境
整備等行い荒れ地をつくらないなど、イノシシ
を侵入させない方法をとる事をお願いしたい。
　　　　　　　　　　　　　【高橋事業課長】

エリアメールを発信するシステムに
ついて、ハザードマップについて、
避難所の設置についてお聞きした
い。

確認し改めて回答します。
　　　　　　　　　　　【陳野町民福祉課長】

他町村の条例を調べてみます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　【町長】

町道　塩ノ海線の待避所のあるカー
ブの所まで大型車が誤って侵入して
しまい、Uターンする際に別の所に
あるグレーチングを外して対応して
いる。町で何らかの対応をお願いし
たい。

現地を確認し対応します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　【町長】

避難準備・避難勧告が発令された場
合、住民にどのような方法で知らせ
るのかお聞きしたい。

IP告知システムにてお知らせするのと、地域の
消防団による広報により周知する事となりま
す。
　　　　　　　　　　　【陳野町民福祉課長】


